
船舶インシデント調査報告書 

平成２９年１０月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年１２月２５日 ２２時００分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市厳原
いづはら

町大野
お お の

埼南西方沖 

小茂田
こ も だ

港沖防波堤北灯台から真方位２３６°５.９海里付近 

（概位 北緯３４°１０.７′ 東経１２９°０５.３′） 

インシデントの概要 漁船千
せん

壽
じゅ

丸は、操業中、主機の運転ができなくなり、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 平成２９年６月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 千壽丸、７.３トン 

ＮＳ２－１７３１７（漁船登録番号）、美津
み つ

島町漁業協同組合 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、大野埼南西方沖で操業中、主機が

停止し、主機の運転ができなくなった。 

本船は、船長が、近くで操業中の僚船に救援を要請し、同船によっ

て対馬市尾崎
お ざ き

漁港にえい
．．

航された。 

本船は、機関整備業者によって点検が行われ、潤滑油に冷却清水の

混入、クランク軸の焼付き及び排気マニホルド内の亀裂からの漏水が

認められ、その後、主機の換装が行われた。 

船長は、本インシデント以前に、冷却清水が減少することに気付い

ていたが、排気マニホルド内に亀裂が生じ、漏水しているとは思って

いなかった。 

分析 本船は、潤滑油に冷却清水が混入したことから、クランク軸で潤滑

不良が生じ、主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考

えられる。 

冷却清水は、排気マニホルドに生じた亀裂から、主機停止中に燃焼

室を通ってクランク室に入り、潤滑油に混入したものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、潤滑油に冷却清水が混入したため、ク

ランク軸で潤滑不良が生じ、主機の運転ができなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

 


